
宮崎会場 
ひまわり荘 

都城会場 

延岡会場 日南会場 
宮崎地方法務局延岡支局 

都  城  市  中  央  公  民  館 

宮崎地方法務局日南支局 

※ ひまわり荘，都城市中央公民館への直接のお問合せはご遠慮願います。 

午前１０時 
午後４時 ～ 

宮崎市瀬頭二丁目４番５号 都城市姫城町７街区８号 

延岡市大貫町一丁目２９１５ 日南市飫肥三丁目６番２号 

【お問い合わせ先】 宮崎県司法書士会   ☎ ０９８５－２８－８５３８ 

時間 無料 
相談会 

会場 

10時００分～1６時００分 
※ 相談者多数の場合お待ちいただくこともあります。相談時間は３０分とさせていただきます。 

無料 
講演会 

時間･会場 

テーマ 

11時00分～12時00分 

 「未来につなぐ相続登記」   講 師 中川善博(宮崎地方法務局統括登記官) 

ひまわり荘 尾鈴の間（定員５０名）  

共催 宮崎地方法務局  宮崎県司法書士会 

宮崎市，都城市，延岡市及び日南市の４会場 

 

相続登記放っておいて大丈夫？ 

 

 



 

宮崎県司法書士会 
0985-28-8538 
  

宮崎県土地家屋調査士会 
0985-27-4849 

宮崎地方法務局 

     
  

 
 
 
 

 
 
 
 

相続に関する登記についてのご相談は 

    

0985-22-5124 
  

相続が２回以上発生してしまうと 

相続の手続に時間がかかると 

不動産の管理が困難になると 

• 誰が相続人となるのか調査に時間がかか
る 

• 相続登記の手続費用や手数料が高額にな
る 

• 不動産が適正に管理されなくなると，様々な
社会問題が発生 

• 相続した不動産をすぐに売ることができない 
• ローンを組むときにすぐに担保に入れられ

ない 
• 適正な管理が困難になる 

 

相続した不動産を売却しようとしたときに，す
ぐに売却の手続をすることができますし，担
保に入れて住宅ローンを組むことができます。  

司法書士の業務 

代理人となって，登記申請書を作
成し，法務局に提出します。 

地域の活性化 安全・安心なくらし 

未来につなぐ 
産業の推進 

 
すぐに相続登記をした場合のメリット 

 
相続登記をしないで放っておいた 

場合のデメリット 

相続手続がスムーズに！ 
 
戸籍等により法定相続人を確認 
相続関係説明図や遺産分割協議書等の書類を作成 
相続登記に必要な書類を収集 etc 

土地家屋調査士の業務 

土地や建物の現況を調査し，登記
申請書を作成し，法務局に提出し
ます。 

 現況が明確に！  
 
相続した土地の境界を確認 
未登記建物の調査・測量をし，図面を作成 
現存しない建物の滅失登記 etc 
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